
議案第８号

旭市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定について

旭市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。

令和８年６月５日 提出

旭市長 米 本 弥 一 郎



旭市立小学校設置条例の一部を改正する条例

旭市立小学校設置条例（平成１７年旭市条例第１３１号）の一部を次

のように改正する。

「

第２条の表中 を

」

「

に改める。

」

附 則

この条例は、令和１１年４月１日から施行する。

旭市立鶴巻小学校 旭市蛇園５５３３番地

旭市立滝郷小学校 旭市清滝８２１番地

旭市立嚶鳴小学校 旭市高生３６１０番地

旭市立うなかみ小学校 旭市高生３６１０番地
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